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諮問庁：農林水産大臣 

諮問日：平成２７年５月２０日（平成２７年（行情）諮問第３１５号） 

答申日：平成２９年３月２４日（平成２８年度（行情）答申第８１７号） 

事件名：獣医事審議会免許部会の議事録及び配布資料の一部開示決定に関する

件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる文書１ないし文書１２－２（以下，併せて「本件対象文

書」という。）につき，その一部を不開示とした決定については，異議申

立人が開示すべきとする部分のうち，別紙５に掲げる部分を開示すべきで

ある。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年１月２２日付け２６消安第

４４８８号－１により農林水産大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，行政

文書開示決定通知書（以下「本件通知書」という。）の「２ 不開示とし

た部分とその理由」のうち（１）又は（４）を理由として不開示とした処

分の取消しを求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立ての理由は，異議申立書の記載によると，おおむね以下のとお

りである。 

（１）本件通知書の２（１）を理由として不開示とした部分（以下「本件不

開示部分１」という。）について 

審議会等の整理合理化に関する基本的計画の審議会等の運営に関する

指針の趣旨を踏まえ，一律に不開示とすることは容認できない。法５条

５号を理由に不開示とすべき部分については限定的に考えるべきである。 

（２）本件通知書の２（４）を理由として不開示とした部分（以下「本件不

開示部分２」といい，本件不開示部分１と併せて「本件不開示部分」と

いう。）について 

「取扱方針等」を不開示とすることは，行政手続法（平成５年法律第

８８号）１２条に反する違法な主張であり，理由がない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

諮問庁の説明は，理由説明書及び補充理由説明書によると，おおむね以
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下のとおりである。 

 １ 理由説明書 

（１）原処分において一部不開示とした部分とその理由 

ア 獣医事審議会免許部会（以下「部会」という。）の議事録（以下

「議事録」という。）に記載された発言内容は，国の審議に関する情

報であって，発言内容のうち，被処分者である獣医師等への具体的な

行政処分に関する発言内容，獣医師免許の付与等に関する発言内容，

獣医事に関する事項の発言内容（本件不開示部分１）については，こ

れらを公にすることにより，誰がどのような発言をしたのかが明らか

となり，今後，部会における自由な意思に基づく率直な意見の交換が

不当に損なわれるおそれがあることから，法５条５号に該当するので

不開示とした。 

イ 議事録及び配布資料に記載された，被処分者である獣医師（以下，

第３及び別紙２においては「獣医師」という。），獣医師の処分に係

る参考人，参加人，補佐人，獣医師免許申請者（以下「免許申請者」

という。）及び陳述書作成者の氏名及び職名，住所，学歴等及び印影，

勤務先名称，勤務先住所，勤務先電話番号及びＦＡＸ番号，勤務先の

メールアドレス及びホームページアドレス，獣医師及び免許申請者の

生年月日，本籍地，獣医師名簿登録番号及び登録年月日，処分・諮問

の原因となる事実のあった年月日，当該原因となった事実等の概要，

当該原因による司法処分等，当該事実に関連する事項並びにこれらの

内容を類推できる事項，免許申請者に係る諮問年月日，答申年月日，

免許交付年月日，性別，電話番号，獣医師国家試験名（回数），受験

番号，合格年月及び合格証発行年月日に加え，免許申請者から提出さ

れた住民票，診断書，登記されていないことの証明書及び罰金刑以上

に処せられていないことの申告書は，法５条１号に規定する個人に関

する情報であって，特定の個人を識別することができる情報であり，

法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定

されている情報ではなく，同号ただし書イに該当せず，また，同号た

だし書ロ及びハのいずれにも該当しないので不開示とした。 

ウ 配布資料として，獣医師，免許申請者，参考人及び補佐人から提出

された判決書，略式命令，起訴状，裁判所，検察庁及び地方行政機関

の文書に記載された，文書番号，所属名，役職名，氏名，印影，公印

及び事件の概要，弁明書，陳述書，期日変更願，意見書及びそれらの

添付資料（懲戒請求書，抗議書，保釈請求書，弁論要旨，反省文，家

族や関係者からの嘆願書及び陳述書，論文，報告書，履歴事項全部証

明書，家族からの手紙，新聞，雑誌，パンフレット及びインターネッ

ト上の記事等），参考人から提出された告発状，陳述書，報告書，カ
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ルテ，チラシ，パンフレット，新聞，雑誌，インターネット上の記事

等の訴訟に関する証拠資料は，法５条１号に規定する個人に関する情

報であって，公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそ

れがあり，法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にする

ことが予定されている情報ではなく，同号ただし書イに該当せず，ま

た，同号ただし書ロ及びハのいずれにも該当しないので不開示とした。 

エ 議事録，配布資料及び関係法令集に記載された，獣医師免許の付与

に関する処理経過及び考え方，獣医師の行政処分の内容及び検討事項，

交通違反の取扱方針及びこれらの内容を類推できる事項等（以下「取

扱方針等」という。）（本件不開示部分２）は，国の審議に関する情

報及び国が行う獣医師制度の事務に関する情報であって，これらを公

にすることにより，今後も反復継続的に開催される部会において，審

議対象となる被処分者や免許申請者が部会における意見陳述に際して

自身に有利に働くような対抗措置を事前に講じることができるように

なるなどの影響が生じ，取扱方針等の公表前後における部会の意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり，法５条５号に該当する。

また，これらの情報は，獣医師の処分等に関する情報であり，これら

の内容を公にすることにより，獣医師又は免許申請者から適確な申告

が行われなくなるなど，獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあり，法５条６号柱書きに該当するので不開示とした。 

（２）免許部会について 

     部会は，獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）２４条の規定に基づ

き農林水産省に置かれる獣医事審議会の下に，獣医事審議会運営規程

（昭和２５年９月２１日獣医師免許審議会会長）１２条の規定に基づき

置かれているものであり，獣医事審議会会長は，農林水産大臣から以下

の事項について諮問があった場合等において必要があると認めるときは，

部会に付託することができる。 

     ○ 相対的欠格要件に該当する者に対する獣医師免許の付与の可否に

関する事項（獣医師法５条２項） 

○ 獣医師の免許の取消し又は期間を定めた業務停止に関する事項

（獣医師法８条２項） 

○ 獣医療に関する広告の制限に関する事項（獣医療法（平成４年

法律第４６号）１７条３項） 

（３）原処分を維持する理由 

異議申立書によると，異議申立人は，原処分で一部不開示とした部分

のうち，上記（１）ア及びエ（本件不開示部分）の開示を求めているも

のと認められるところ，当該部分について原処分を維持すべき理由は以

下のとおりである。 
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ア 上記（１）アに係る異議申立てに対して原処分を維持すべき理由 

（ア）議事録に記載された発言内容のうち，獣医師等への具体的な行政

処分に関する発言内容，獣医師免許の付与等に関する発言内容及び

獣医事に関する事項の発言内容（本件不開示部分１）については，

部会で発言した委員及び農林水産省職員の氏名を農林水産省のホー

ムページで部会の議事要旨の一部として公にしている（原処分にお

いても開示している。）ところであり，これらの発言内容を併せて

公にすることにより，誰がどのような発言をしたのかが明らかとな

り，今後，部会における自由な意思に基づく率直な意見の交換が不

当に損なわれるおそれがあることから，法５条５号に該当するので，

原処分において不開示とした。 

（イ）一方で，議事録に記載された発言内容のうち，上記（ア）以外の

部会の議事進行に関する発言内容等については，公にすることによ

り，今後，部会における自由な意思に基づく率直な意見の交換が不

当に損なわれるおそれはなく法５条５号に該当しないので，原処分

において開示している。 

このように部会の議事録に記載された発言内容の開示に係る原処

分については，法５条５号を限定的に適用した上で決定されたもの

であることから，これを維持することは適当であると考えられる。 

なお，異議申立書において言及されている「審議会等の整理合理

化に関する基本的計画」（平成１１年４月２７日閣議決定）の別紙

３（審議会等の運営に関する指針）の３の（４）の②においても，

「行政処分，不服審査，試験等に関する事務を行う審議会等で，会

議，議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の

権利，利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議，議事録

又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。」とさ

れているところである。 

イ 上記（１）エに係る異議申立てに対して原処分を維持すべき理由 

行政手続法１２条１項では，「行政庁は，処分基準を定め，かつ，

これを公にしておくよう努めなければならない。」と規定されてい

る。 

同項については，「処分基準の明示を通じて制裁を受けない違反事

例を明らかにすることが違法行為を促しかねないことなど，あらか

じめ処分基準を公表することが適当でない場合が考えられるため」

（室井力・芝池義一・浜川清編著「コンメンタール行政法Ⅰ 行政

手続法・行政不服審査法 第２版」１４１頁）等の理由により，処

分基準の設定及び公表については行政庁の努力義務とするにとどめ

ていると解されている。 
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したがって，原処分において，上記（１）エを理由として取扱方針

等（本件不開示部分２）を不開示としたことは，同項に違反しない

と考えられることから，原処分を維持することは適当であると考え

られる。 

２ 補充理由説明書 

  別紙４の不開示部分について理由を補充する。 

 （１）別紙４の不開示理由①について 

   ア 法５条１号本文該当性について 

区分１ないし３，５ないし７，８ないし１１，１３及び１６は，行

政処分の状況をまとめて作成した一覧であって，その不開示部分は，

氏名，年度，事件時の職業，事件の概要，事件名，司法処分，刑事

処分，違反条文，行政処分年月日及び行政処分等が記載されている。 

このうち， 

（ア）区分８及び９には，獣医師の氏名の記載があり，その行はそれぞ

れ一体として法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特

定の個人を識別することができるものに該当する。 

（イ）獣医師の氏名の記載のない区分１ないし３，５ないし７，１０，

１１，１３及び１６は，獣医師は医師等と比較すると総数が少なく，

したがって行政処分に処せられる獣医師もせいぜい年間数人程度と

少ないため，こうした情報が公になった場合，報道の情報等と組み

合わせることで獣医師個人が識別される可能性があり，当該個人の

権利利益を害するおそれがあることから，個人の権利利益を害する

おそれがあるものであり，法５条１号本文後段に該当する。 

イ 法５条１号ただし書該当性について 

上記アにおける不開示とした情報は，実名で新聞報道された事件も

含まれているが，いずれも新聞報道されてから本件開示請求までに

５年以上が経過していると認められるので，当該情報がいまだに慣

行として公にされているとはいえない。 

また，獣医師に係る刑事処分の内容は，刑事事件の訴訟記録そのも

のではないがその一部に該当する。刑事記録の閲覧期間は原則３年

以内とされていること，それ以降は一切閲覧ができないとされてい

ること（刑事確定訴訟記録法（昭和６２年法律第６４号）４条２項

２号）から，刑事記録については慣行として公にされ，又は公にす

ることが予定されている情報には該当しない。 

獣医師の行政処分は，行政処分を命じた際にプレスリリース等によ

り公にしているが，行政処分の内容をホームページに漫然と掲載し

続けることは，個人の名誉や社会的信用を傷つける可能性があるた

め，最長でも１年経過した後には削除している。原処分で不開示と
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した情報に係る事案はいずれも行政処分を命じてから本件開示請求

までに１年以上が経過しているので，これらの情報がいまだに慣行

として公にされているとはいえない。 

以上のことから，法令の規定により又は慣行として公にされ，又は

公にすることが予定されている情報には該当しないので，法５条１

号ただし書イに該当せず，また，同号ただし書ロ及びハのいずれに

も該当しない。 

ウ 法６条２項による部分開示について 

     原処分で不開示とした情報のうち，区分８及び９には，氏名，行政

処分年月日，事件時の職業，違反条文，刑事処分，行政処分が記載

されている。これらの情報から氏名を除いたとしても，獣医師は医

師等と比較すると総数が少なく，したがって行政処分に処せられる

獣医師もせいぜい年間数人程度と少ないため，こうした情報が公に

なった場合，報道の情報等と組み合わせることで獣医師個人が識別

される可能性があり，当該個人の権利利益を害するおそれがあるこ

とから，部分開示することはできない。 

（２）別紙４の不開示理由②について 

  ア 法５条１号本文該当性について 

区分１２及び１５の情報は，獣医師法８条４項に基づき，対象獣医

師が自己の弁明のために提出した資料の一部であることから，全体

として，法５条１号本文前段の個人に該当する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当する。 

  イ 法５条１号ただし書該当性について 

上記アは，獣医師法８条４項の規定に基づき，対象獣医師が自己の

弁明のために提出した資料の一部である。本資料は，獣医師法８条

３項の規定に基づく意見の聴取に際して提出されたものであり，こ

の意見の聴取は，行政手続法１３条１項１号に規定されている聴聞

の手続であるため，非公開で行われている。したがって，本情報は，

法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予

定されている情報には該当しないので，同号ただし書イに該当せず，

また，同号ただし書ロ及びハのいずれにも該当しない。 

   ウ 法６条２項による部分開示について 

上記アは，秘匿性の高い場でのみ使用されることを前提として，対

象獣医師が自己の弁明のために個人的に作成したものである。これ

を公にすると，部会の開催時期，処分年月日，報道の情報等と組み

合わせることで獣医師個人が識別される可能性がある。その結果，

当該対象獣医師の弁明内容という極めて機微な情報が知れることと

なる等，当該個人の権利利益を害するおそれがあることから，部分
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開示することはできない。 

（３）別紙４の不開示理由③について 

   ア 法５条１号本文該当性について 

区分４及び１４には，氏名が記載されている。氏名については，個

人に関する情報そのものであって，特定の個人を識別することがで

きるものである。 

  イ 法５条１号ただし書該当性について 

原処分で不開示とした情報のうち，区分４及び１４には，氏名が記

載されている。これらの情報について，法令の規定により又は慣行

として公にされ，又は公にすることが予定されている事実ではない

ので，同号ただし書きイに該当せず，また，ただし書ロ及びハのい

ずれにも該当しない。 

   ウ 法６条２項による部分開示について 

原処分で不開示とした情報のうち，区分４及び１４には，氏名が記

載されている。氏名は，個人識別情報そのものであり，部分開示の

余地はない。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２７年５月２０日  諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１０日     審議 

④ 平成２９年１月１８日  本件対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年２月１７日     諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑥ 同月２２日       審議 

⑦ 同年３月１６日     審議 

⑧ 同月２２日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

  本件開示請求は，「平成１５年度獣医事審議会第１回免許部会，平成２

０年度獣医事審議会第１回免許部会，平成２１年度獣医事審議会第１回免

許部会，平成２１年度獣医事審議会第２回免許部会，平成２２年度獣医事

審議会第３回免許部会（続会を含む）の議事録および配布資料」の開示を

求めるものであり，処分庁は，本件対象文書を特定した上で，別紙２記載

の理由に基づき，別紙３に掲げる部分について法５条１号，５号及び６号

柱書きを根拠に不開示とする原処分を行った。 

これに対し，異議申立人は，原処分で不開示とされた部分のうち，本件

通知書の２（１）及び（４）（別紙２の１及び４）記載の理由により，法

５条５号又は６号柱書きを根拠に不開示とされた部分（本件不開示部分）
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に限って異議を申し立てており，本件通知書の２（２）及び（３）（別紙

２の２及び３）記載の理由により同条１号を根拠に不開示とされた部分に

ついては異議を申し立てていないものと解される。 

諮問庁は，原処分を維持することが妥当であるとしていることから，以

下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件不開示部分の不開示情報該当

性について検討する。 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）議事録に記載された発言内容について 

  ア 別紙３の区分１，３ないし６，２９，３０，３２ないし３４，３６，

３８，８０ないし８２，８４，８６，８８，９０，１３６ないし１３

９，１５９，１６０，１６２，１６３，１６５，１６６，２０７，２

０８，２１０ないし２１２及び２３４の部分は，議事録のうち出席者

の発言内容が記載された部分であると認められる。 

  イ このうち，別紙５の区分１ないし４の部分は，部会における議事の

進行に係る発言部分にすぎないものと認められる。 

    また，別紙５の区分５の部分は，獣医事審議会における議事要旨の

公開に関する一般的方針を説明する発言部分であるが，当該一般的方

針自体は本件対象文書の開示部分等から明らかであり，別紙５の区分

６の部分は，獣医事審議会における意思決定の在り方に関する一般的

方針が定められた経緯に関する発言部分にすぎないものと認められる。 

    さらに，別紙５の区分１４，１５，２０及び４１の部分は，部会に

おける配布資料の名称に係る発言部分であるが，部会で審議が行われ

る上で，この種の資料が参照されること自体は容易に推察し得るとこ

ろであり，かつ，資料の名称も一般的なものにとどまるものと認めら

れる。 

    加えて，別紙５の区分３２の部分は，部会での配布資料の出所に関

する発言部分にすぎないものと認められる。 

    上記の各部分については，これを公にしても，今後の部会における

自由な意思に基づく率直な意見の交換又は部会の意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれや，獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとは認められないから，法５条５号及び６号柱書

きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

  ウ 他方，その余の部分については，特定獣医師に対する行政処分，特

定個人に対する免許付与，獣医師に対する行政処分の基本的考え方及

び行政処分を受けた獣医師等の取扱いという機微にわたる事柄につい

ての発言内容や，部会審議の態勢に係る発言内容が記載されているも

のと認められる。 

    上記の部分については，これを公にし，誰がどのような発言をした
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のかを明らかにすると，部会の委員が発言内容に関していわれなき非

難を受け，又は外部からの圧力や干渉等を受けるなどすることにより，

今後の部会における自由な意思に基づく率直な意見の交換又は部会の

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められるから，

法５条５号に該当し，同条６号柱書きについて判断するまでもなく，

不開示としたことは妥当である。  

（２）部会の過去の答申内容に関する配布資料について 

  ア 別紙３の区分９，１１及び１２の部分は，部会の配布資料のうち，

部会における過去の答申内容に関する記載がされた部分であると認め

られる。 

  イ このうち，特定免許申請者の氏名，司法処分の内容，諮問及び答申

の年月日，免許交付年月日等に関する記述は，原処分において，本件

通知書の２（２）を理由として法５条１号を根拠に不開示とされた部

分であり，本件異議申立ての対象外であると認められる。 

  ウ その余の部分については，これを公にすれば，獣医師免許の交付の

可否に係る部会の考え方が推察されることとなり，部会の委員が，獣

医師免許の交付を受けようとする者らから，自己らに有利な取扱いや

取扱方針等の策定を求める圧力等を受けるなどして，部会の意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあるから，法５条５号に該当し，

同条６号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥

当である。 

（３）過去の行政処分等の状況に関する配布資料について 

  ア 別紙３の区分２０，２１，２６，５５，５６，６８，１１７，１１

８，１２７，１４９，１９７及び２３８の部分は，一覧表形式の配布

資料のうち，獣医師等に対する過去の行政処分等の状況に関する記載

であると認められる。 

  イ このうち，別紙３の区分２０，２１，１１７及び１１８の部分に含

まれる，獣医師の氏名及び職，獣医師に対する処分の原因となる事実

のあった年月日，当該原因となった事実等の概要並びに当該原因によ

る司法処分に該当する記載については，原処分において，本件通知書

の２（２）を理由として法５条１号を根拠に不開示とされた部分であ

り，本件異議申立ての対象外であると認められる。 

ウ もっとも，上記イの部分には，獣医師に対する行政処分の内容やそ

の日付についての記載も認められるが，本件通知書の内容に照らすと，

これについては，本件通知書の２（２）を理由として法５条１号を根

拠に不開示とされたものとは認め難いから，本件異議申立ての対象と

されているものと解される。 

    また，別紙３の区分２６，５５，５６，６８，１２７，１４９，１
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９７及び２３８の部分にも，獣医師の年齢及び職，獣医師に対する処

分の原因となる事実のあった年月日，当該原因となった事実等の概要

並びに当該原因による司法処分に該当する記載や，獣医師に対する行

政処分の内容やその日付についての記載があるが，この点は，原処分

において本件通知書の２（４）を理由として不開示とされているのみ

であるから，本件異議申立ての対象とされていると認められる。 

エ 諮問庁は，補充理由説明書において，本件異議申立ての対象とされ

ている上記ウの記載についても法５条１号に該当すると主張している

ので，以下，検討する。 

（ア）まず，上記ウの記載のうち，別紙３の区分１１７及び１１８の部

分の記載については，当該資料に獣医師の氏名が明記されているた

め，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定の個人

を識別することができるものに該当する。 

他方，上記ウの記載のうちその余の記載については，獣医師個人

に関する情報であるが，当該獣医師の氏名は明記されていない。こ

の点に関し，諮問庁は，上記第３の２（１）ア（イ）において，獣

医師は医師等と比較すると総数が少なく，行政処分に処せられる獣

医師もせいぜい年間数人程度と少ないと説明するため，諮問庁から

行政処分に処せられた獣医師の人数に係る資料の提出を受けて確認

したところ，当該人数は諮問庁の上記説明のとおりであると認めら

れる。そうすると，当該記載については，その記載内容と他の情報

を組み合わせることによって，当該獣医師の関係者等一定範囲の者

には当該獣医師が特定されかねないと認められ，これを公にすると，

当該獣医師が処分を受けたことやその内容といった機微にわたる情

報がそれら一定範囲の者に知られることとなって当該獣医師の権利

利益を害するおそれがあるから，法５条１号本文後段に規定する情

報に該当すると認められる。 

（イ）次に，法５条１号ただし書該当性を検討する。 

 諮問庁は，上記第３の２（１）イにおいて，獣医師の行政処分に

ついてはプレスリリース等により公にしているが，ホームページに

漫然と掲載し続けることは個人の名誉や社会的信用を傷つける可能

性があることから，最長でも１年が経過した後には削除している旨

説明するため，諮問庁から，獣医師の行政処分に係るホームページ

掲載期間に関する資料の提出を受けて確認したところ，その内容は

諮問庁の上記説明のとおりであると認められる。 

そして，上記ウの記載にある事案は，いずれも，行政処分が行わ

れてから本件の原処分までに５年以上が経過しているものと認めら

れるから，当該記載については，過去に農林水産省又は報道により
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公表された事実があったとしても，原処分の時点において，法令の

規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定され

ているものであったとは認められず，法５条１号ただし書イには該

当しない。さらに，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認めら

れない。 

（ウ）そして，上記ウの記載のうち法５条１号本文前段に該当するもの

について法６条２項の部分開示の可否を検討すると，上記（ア）の

とおり行政処分に処せられる獣医師の人数が極めて少ないことを踏

まえれば，当該記載の内容を公にすると，他の情報と組み合わせる

ことによって，当該獣医師等の関係者等一定範囲の者には当該獣医

師等が特定されかねないといえ，個人の権利利益が害されるおそれ

がないとは認められないから，同項の部分開示もできない。 

（エ）したがって，上記ウの記載については，法５条１号に該当すると

認められるので，同条５号及び６号柱書きについて判断するまでも

なく，不開示としたことは妥当である。 

オ 他方，別紙５の区分８，９，１２，１７ないし１９，２２ないし２

５，２９，３８，５１及び５９の部分は，一覧表の通し番号，配布資

料の標題や項目名の記載であるところ，これについては，当該部分を

公にしたとしても，個人の権利利益が害されるおそれはないと認めら

れるから，獣医師の氏名の記載があるものについては，法５条１号本

文前段の情報に該当し，同号ただし書イないしハに該当しないとして

も，法６条２項による部分開示が可能であり，獣医師の氏名の記載が

ないものについては，同号本文後段の情報に該当しない。 

また，部会で審議が行われる上で，この種の資料が参照され，当該

資料中にこの種の記載がされること自体は容易に推察し得るところ

であり，かつ，資料や項目の名称も一般的なものにとどまるものと

認められるから，これを公にしても，部会の意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれや，獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとは認められない。 

    したがって，上記部分については，法５条１号，５号及び６号柱書

きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

  カ その余の部分については，部会における獣医師に対する行政処分の

考え方に関する情報が記載されており，これを公にすれば，部会の委

員が，行政処分を受けた獣医師らから当該処分の当否等に関していわ

れなき非難を受け，又は外部からの圧力や干渉等の影響を受けるなど

することにより，今後の部会における自由な意思に基づく率直な意見

の交換又は部会の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

と認められるから，法５条５号に該当し，同条１号及び６号柱書きに
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ついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（４）特定獣医師の弁明書の一部について 

ア 別紙３の区分１８７及び２２９の部分は，特定獣医師に対する行政

処分の審議の過程で同獣医師の補佐人である特定弁護士が作成・提出

した弁明書の一部であると認められる。 

イ 諮問庁は，補充理由説明書において，これについては法５条１号に

も該当すると主張している。 

    そこで検討すると，上記部分については，特定獣医師に関する情報

であり，法５条１号本文前段に掲げる情報に該当し，かつ，当該情報

が法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予

定されているとは認められないから，同号ただし書イには該当せず，

同号ただし書ロ又はハに該当する事情も認められない。また，個人識

別部分を除いたとしても，部会の審議時期や当該情報の内容等から，

当該獣医師の関係者等一定範囲の者には当該特定獣医師が特定される

可能性は否定できず，弁明書の一部として提出された情報は機微にわ

たるものといえることからすれば，当該特定獣医師の権利利益が害さ

れるおそれがないとは認められないから，法６条２項の部分開示もで

きない。 

    したがって，上記部分については，法５条１号に該当すると認めら

れるので，同条５号及び６号柱書きについて判断するまでもなく，不

開示としたことは妥当である。 

（５）部会での検討に供された配布資料について 

  ア 別紙３の区分２２，７９，１１９ないし１２３，１４１ないし１４

８，１７２，１９０ないし１９３，２３２及び２３３の部分は，部会

での検討に供された配布資料であると認められる。 

  イ このうち，配布資料の名称（人名に係る部分を除く。）に関する記

載については，部会で審議が行われる上で，この種の資料が参照され

ること自体は容易に推察し得るところであり，かつ，資料の名称も，

人名に係る部分を除けば一般的なものにとどまるものと認められるこ

とからすれば，これを公にしても，部会の意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれや，獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとは認められないから，法５条５号及び６号柱書きのい

ずれにも該当するとは認められない。また，配布資料の作成日付及び

作成主体に関する記載についても，これを公にしても部会の意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれや，獣医師制度の事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，同条５号及び６号柱

書きのいずれにも該当するとは認められない。 

したがって，別紙５の区分１０，２６，３４ないし３７，４３ない
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し４７及び５５の部分は，開示すべきである。 

  ウ 他方，特定免許申請者の氏名等に関する記載は，原処分において，

本件通知書の２（２）を理由として法５条１号を根拠に不開示とされ

た部分であり，本件異議申立ての対象外であると認められる。 

  エ その余の部分は，獣医師に対する行政処分に関する考え方，行政処

分を受けた者の取扱い及び一定の免許申請者等の取扱い等に関する記

載及び資料であると認められ，これを公にすると，こうした機微にわ

たる事項に関する部会での検討内容や考え方等が推察され，部会の委

員が，行政処分を受け得る者や免許申請者等から，いわれなき非難や

自己らに有利な取扱い等を求める圧力又は干渉等を受けるなどするこ

とによって，部会の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあ

ると認められることから，法５条５号に該当し，同条６号柱書きにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（６）配布資料一覧に記載された配布資料の名称について 

  ア 別紙３の区分８，４１，９２，１４０，１６８及び２１４の部分は，

部会における配布資料一覧のうち，個別の配布資料の名称が記載され

た部分であると認められる。 

  イ これらの部分のうち，別紙５の区分７，１６，２１，３３，４２及

び５４の部分については，上記（５）イと同様の理由により，これを

公にしても，部会の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや，

獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め

られないから，法５条５号及び６号柱書きのいずれにも該当せず，開

示すべきである。 

  ウ その余の部分のうち，別紙３の区分４１及び１６８の部分のうち個

人名の記載については，原処分において，本件通知書の２（２）を理

由として法５条１号を根拠に不開示とされた部分であり，本件異議申

立ての対象外であると認められる。 

    他方，別紙３の区分２１４の部分にも同様の記載があるが，この点

は，原処分において本件通知書の２（４）を理由として不開示とされ

ているのみであるから，本件異議申立ての対象外であるとは認められ

ない。諮問庁は，補充理由説明書において，この点についても法５条

１号に該当すると主張しているところ，上記記載については，特定獣

医師の氏名であるため，同号本文前段に規定する情報に該当し，当該

情報が法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすること

が予定されているとは認められないから，同号ただし書イには該当せ

ず，同号ただし書ロ又はハに該当する事情も認められない。また，法

６条２項の部分開示について検討すると，当該記載は個人識別部分で

あることから部分開示の余地はない。そうすると，当該記載について
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は，法５条１号に該当すると認められるので，同条５号及び６号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（７）行政処分の審議のための参照条文等について 

  ア 別紙３の区分２３，２７，１２５，１２６，１９５，１９６，２３

６及び２３７の部分は，行政処分の審議のための参照条文及びその法

令の名称であると認められる。 

  イ これらの部分は，単に法令の名称や抜粋された条文が列記されてい

るものにすぎず，これを公にしても，部会の意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれや，獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとは認められない。 

    したがって，別紙５の区分１１，１３，２７，２８，４９，５０，

５７及び５８の部分は，法５条５号及び６号柱書きのいずれにも該当

せず，開示すべきである。 

（８）部会における取扱方針等に関する資料について 

ア 別紙３の区分１０，１３，１７，４４，１００，１２８ないし１３

５，１５０ないし１５７，１８３，１９４，１９８ないし２０５，２

２５，２３５及び２３９ないし２４６の部分は，部会における獣医師

免許の申請等に係る取扱方針等に関する資料である。 

  イ このうち別紙５の区分３１，４０，４８，５３，５６及び６１の部

分は，部会の審議の方法や内容等とは直接関係しない事項に係る一般

的な取扱方針等にすぎず，また，別紙５の区分３０，３９，５２及び

６０の部分は，上記一般的な取扱方針等の名称等及び配布資料の一般

的な標題にすぎないものと認められる。 

    上記の部分は，これを公にしても，部会の意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれや，獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとは認められないから，法５条５号及び６号柱書きの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

ウ その余の部分については，部会の性格等を踏まえると，これを公に

すれば，獣医師免許の申請の取扱いなど機微にわたる事項に関する部

会の取扱方針等の内容や，いかなる事項についての取扱方針等が定め

られ，又は定められていないかが明らかとなり，部会の委員が，審議

対象となる免許申請者等から，自己らに有利な取扱いや取扱方針等の

策定等を求める圧力又は干渉等を受け，又は，部会の取扱方針等の内

容を誤解した免許申請者等から，いわれなき非難を受けることなどに

より，部会の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること

は否定できないから，法５条５号に該当し，同条６号柱書きについて

判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

エ なお，異議申立人は，上記第２（２）のとおり，「取扱方針等」を
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不開示とすることは行政手続法１２条に反する旨主張しているが，同

条１項は，処分基準の設定及び公にすることを行政庁の努力義務とし

ているにすぎないと解されるため，当該条項の存在は当審査会の上記

ウの判断を左右するものではない。 

 ３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，５号及

び６号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，異議申立人

が開示すべきとする部分のうち，別紙５に掲げる部分を除く部分は，同条

１号及び５号に該当すると認められるので，同条６号柱書きについて判断

するまでもなく，不開示としたことは妥当であるが，別紙５に掲げる部分

は同条１号，５号及び６号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきであ

ると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙１（本件対象文書） 

 

文書１    平成１５年度獣医事審議会第 1 回免許部会議事録 

文書２    平成１５年度獣医事審議会第 1 回免許部会配布資料，参考資料 

文書３    平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会議事録 

文書４－１  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会配布資料，参考資料 

文書４－２  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会別添資料（配布資料

３－⑥） 

文書４－３  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会机上配布資料（事件

概要） 

文書４－４  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会机上配布（参考人資

料）（原告）  

文書４－５  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会机上配布（参考人資

料） 

文書４－６  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会机上配布 

文書４－７  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会 ※獣医師及び免許

申請者当日持参資料 

文書４－８  平成２０年度獣医事審議会第１回免許部会机上配布 

文書５    平成２１年度獣医事審議会第１回免許部会議事録 

文書６－１  平成２１年度獣医事審議会第１回免許部会配布資料 

文書６－２  平成２１年度獣医事審議会第１回免許部会関係法令集（参照条

文等抜粋） 

文書７    平成２１年度獣医事審議会第２回免許部会議事録 

文書８－１  平成２１年度獣医事審議会第２回免許部会配布資料 

文書８－２  平成２１年度獣医事審議会第２回免許部会参考資料 

文書９    平成２２年度獣医事審議会第３回免許部会議事録 

文書１０－１ 平成２２年度獣医事審議会第３回免許部会配布資料 

文書１０－２ 平成２２年度獣医事審議会第３回免許部会関係法令集（参照条

文等抜粋） 

文書１１   平成２２年度獣医事審議会第３回免許部会（続会）議事録 

文書１２－１ 平成２２年度獣医事審議会第３回免許部会（続会）配布資料 

文書１２－２ 平成２２年度獣医事審議会第３回免許部会（続会）関係法令集

（参照条文等抜粋）  
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別紙２（本件通知書記載の不開示理由） 

  

 １ 本件通知書の２（１） 

 部会の議事録に記載された発言内容は，国の審議に関する情報であって，

発言内容のうち，獣医師等への具体的な行政処分に関する発言内容，獣医師

免許の付与等に関する発言内容，獣医事に関する事項の発言内容については，

これらを公にすることにより，誰がどのような発言をしたのかが明らかとな

り，今後，部会における自由な意思に基づく率直な意見の交換が不当に損な

われるおそれがあることから，法５条５号に該当するので不開示とした。 

 

 ２ 本件通知書の２（２） 

 議事録及び配布資料に記載された，獣医師，獣医師の処分に係る参考人，

参加人，補佐人，免許申請者及び陳述書作成者の氏名及び職名，住所，学歴

等及び印影，勤務先名称，勤務先住所，勤務先電話番号及びＦＡＸ番号，勤

務先のメールアドレス及びホームページアドレス，獣医師及び免許申請者の

生年月日，本籍地，獣医師名簿登録番号及び登録年月日，処分・諮問の原因

となる事実のあった年月日，当該原因となった事実等の概要，当該原因によ

る司法処分等，当該事実に関連する事項並びにこれらの内容を類推できる事

項，免許申請者に係る諮問年月日，答申年月日，免許交付年月日，性別，電

話番号，獣医師国家試験名（回数），受験番号，合格年月及び合格証発行年

月日に加え，免許申請者から提出された住民票，診断書，登記されていない

ことの証明書及び罰金刑以上に処せられていないことの申告書は，法５条１

号に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

る情報であり，法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にするこ

とが予定されている情報ではなく，同号ただし書イに該当せず，また，同号

ただし書ロ及びハのいずれにも該当しないので不開示とした。  

 

 ３ 本件通知書の２（３） 

 配布資料として，獣医師，免許申請者，参考人及び補佐人から提出された

判決書，略式命令，起訴状，裁判所，検察庁及び地方行政機関の文書に記載

された，文書番号，所属名，役職名，氏名，印影，公印及び事件の概要，弁

明書，陳述書，期日変更願，意見書及びそれらの添付資料（懲戒請求書，抗

議書，保釈請求書，弁論要旨，反省文，家族や関係者からの嘆願書及び陳述

書，論文，報告書，履歴事項全部証明書，家族からの手紙，新聞，雑誌，パ

ンフレット及びインターネット上の記事等），参考人から提出された告発状，

陳述書，報告書，カルテ，チラシ，パンフレット，新聞，雑誌，インターネ

ット上の記事等の訴訟に関する証拠資料は，法５条１号に規定する個人に関

する情報であって，公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそ
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れがあり，法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが

予定されている情報ではなく，同号ただし書イに該当せず，また，同号ただ

し書ロ及びハのいずれにも該当しないので不開示とした。 

 

 ４ 本件通知書の２（４） 

 取扱方針等は，国の審議に関する情報及び国が行う獣医師制度の事務に関

する情報であって，これらを公にすることにより，今後も反復継続的に開催

される部会において，審議対象となる被処分者や免許申請者が部会における

意見陳述に際して自身に有利に働くような対抗措置を事前に講じることがで

きるようになるなどの影響が生じ，取扱方針等の公表前後における部会の意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり，法５条５号に該当する。

また，これらの情報は，獣医師の処分等に関する情報であり，これらの内容

を公にすることにより，獣医師又は免許申請者から適確な申告が行われなく

なるなど，獣医師制度の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法

５条６号柱書きに該当するので不開示とした。 
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別紙３（原処分で不開示とされた部分） 

 

区分 文書名 不開示部分 不開示理由 

１ 

 

文書１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ページ目１６行目ないし４ペ

ージ目２行目までの発言 

２（２），（４） 

２ ４ページ目１４行目の氏名 ２（２） 

３ ４ページ目１９行目ないし３２

ページ目までの発言と委員及び

事務局以外の発言者名 

２（１），（２） 

 

４ ３３ページ目８行目ないし４４

ページ目１７行目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

５ 

 

 

４４ページ目２１行目「存じま

す。」の後ないし２４行目「本

日の」の前までの発言の一部 

２（４） 

 

 

６ ４６ページ目１７行目「して

は，」の後ないし行末までの発

言 

２（４） 

７ 文書２ 

 

 

１ページ目の資料番号６の獣医

師名 

２（２） 

 

８ 

 

１ページ目の資料番号７，８，

参考資料の確定判決謄本の次の

内容 

２（４） 

９ ５ページ目の資料番号１，標題

以外の内容 

２（２），（４） 

１０ ６ページ目の内容を全面不開示 ２（４） 

１１ ７ページ目の資料番号２，標

題，ページ番号以外の内容 

２（２），（４） 

１２ ８ページ目ないし１２ページ目

までの内容を全面不開示 

２（２），（４） 

１３ １３ページ目の内容を全面不開

示 

２（４） 

１４ 

 

 

 

１４ページ目の氏名（ふりが

な），生年月日，本籍，住居，

獣医師名簿の登録番号及び登録

年月日，諮問の理由の内容 

２（２） 

１５ １５ページ目の宛先氏名 ２（２） 
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１６ １６ページ目の処分の原因とな

る事実の内容 

２（２） 

１７ １７ページ目の資料番号５，標

題，１以外の内容 

２（４） 

１８ １８ページ目の標題獣医師名，

氏名，住所等，処分内容，事件

の概要，司法処分の内容 

２（２） 

１９ １９ページ目及び２０ページ目

の内容を全面不開示 

２（２），（３） 

２０ 

 

２１ページ目の資料番号７以外

の内容 

２（２），（４） 

２１ ２２ページ目ないし２４ページ

目までの内容を全面不開示 

２（２），（４） 

２２ ２５ページ目の資料番号８以外

の内容 

２（４） 

２３ ２７ページ目の（ ）内，確定

判決謄本の次の資料の内容 

２（４） 

２４ ３７ページ目の日付，宛先，件

名，本文以外の内容 

２（３） 

２５ ３８ページ目ないし６９ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

２６ ７０ページ目の内容を全面不開

示 

２（４） 

２７ ７１ページ目ないし７３ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

２８ 文書３ ６ページ目８行目，１１行目，

１６行目の獣医師名と１６行

目，１８行目の免許申請者名 

２（２） 

２９ ６ページ目１８行目の資料６の

「氏」以降の内容 

２（４） 

３０ ６ページ目２０行目の参考２以

降の内容 

２（４） 

３１ ７ページ目６行目，８行目の獣

医師名 

２（２） 

３２ ７ページ目１０行目ないし２８

ページ目１０行目までの発言と

委員及び事務局以外の発言者名 

２（１），（２） 
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３３ ２８ページ目１７行目ないし４

６ページ目１５行目までの発

言，委員及び事務局以外の発言

者名 

２（１），（２） 

３４ ４６ページ目２７行目ないし６

０ページ目１０行目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

３５ ６０ページ目１１行目の免許申

請者の氏名，職業 

２（２） 

３６ ６０ページ目１６行目ないし６

１ページ目１６行目までの発言 

２（１），（４） 

３７ ６１ページ目２１行目の免許申

請者の氏名，職業 

２（２） 

３８ ６１ページ目２３行目ないし８

３ページ目までの発言，委員及

び事務局以外の発言者名 

２（１），（２），

（４） 

３９ ８４ページ目１４行目の獣医師

名 

２（２） 

４０ 文書４－

１ 

４ページ目の資料番号３，資料

３－③の獣医師名，資料番号

５，６免許申請者名，資料３－

⑥の判決の内容 

２（２） 

４１ ４ページ目の資料番号４，６，

参考２の各資料の内容 

２（２），（４） 

４２ ５ ペ ー ジ 目 の 氏 名 （ ふ り が

な），生年月日，本籍，住居，

獣医師名簿の登録番号及び登録

年月日，諮問の理由の内容 

２（２） 

４３ ６ ペ ー ジ 目 の 氏 名 （ ふ り が

な），生年月日，本籍，住居，

参考，諮問の理由 

２（２） 

４４ ７ページ目の資料番号２，標

題，１以外の内容 

２（４） 

４５ ８ページ目の宛先氏名 ２（２） 

４６ １０ページ目の処分の原因とな

る事実の内容 

２（２） 



 

 22 

４７ １１ページ目の標題獣医師名，

氏名，住所等，事件の概要，司

法処分の内容 

２（２） 

４８ １２ページ目の宛先氏名，本文

２行目ないし７行目までの内容 

２（２） 

４９ １３ページ目の内容を全面不開

示 

２（３） 

５０ 

 

１４ページ目の本文及び発出人

氏名 

２（３） 

５１ １５ページ目ないし１８ページ

目の内容を全面不開示 

２（３） 

５２ １９ページ目ないし２３ページ

目の宛先氏名，宛先職名と本文

の獣医師名 

２（２） 

５３ ２４ページ目の住所，署名，印

影 

２（２） 

５４ ２５ページ目ないし８０ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

５５ ８１ページ目の資料番号４，ペ

ージ番号以外の内容 

２（４） 

５６ ８２ページ目ないし９０ページ

目の内容を全面不開示 

２（４） 

５７ ９１ページ目の宛先氏名 ２（２） 

５８ ９２ページ目の資料番号５－

②，標題獣医師名と表題中の氏

名，住所等，概要，司法処分以

外の内容 

２（２） 

５９ ９３ページ目の本文の弁護士

名，住所，署名，印影 

２（２） 

６０ ９４ページ目の委任者住所，氏

名，印影，弁護士会の所属，氏

名，住所，電話，ＦＡＸ番号 

２（２） 

６１ ９５ページ目ないし１０４ペー

ジ目の内容を全面不開示 

２（３） 

６２ １０５ページ目の資料番号６，

ページ番号以外の内容 

２（２） 
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６３ １０６ページ目の内容を全面不

開示 

２（２） 

６４ １０７ページ目ないし１１３ペ

ージ目の内容を全面不開示 

２（３） 

６５ １１４ページ目の申請者氏名，

本籍地，現住所，電話番号，氏

名（ふりがな），生年月日，性

別，学歴の内容 

２（２） 

６６ １１５ページ目の氏名，生年月

日，本籍地，試験名の回数，受

験番号，合格年月，合格証明書

発行年月日の内容 

２（２） 

６７ １１６ページ目ないし１２０ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（２） 

６８ １３２ページ目の参考２，ペー

ジ番号以外の内容 

２（４） 

６９ 文書４－

２ 

１ページ目ないし１３６ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

７０ 文書４－

３ 

１ページ目の事件名，事実認定

の内容 

２（２） 

７１ ２ページ目及び３ページ目の内

容を全面不開示 

２（２） 

７２ 文書４－

４ 

１ページ目の地区名，獣医師名 ２（２） 

７３ ２ページ目ないし４６ページ目

までの内容を全面不開示 

２（２），（３） 

７４ 文書４－

５ 

１ページ目の都道府県名，日付 ２（２） 

７５ ２ページ目ないし１５ページ目

までの内容を全面不開示 

２（３） 

７６ 文書４－

６ 

１ページ目の机上配布以外の内

容 

２（３） 

７７ ２ページ目ないし６ページ目ま

での内容を全面不開示 

２（３） 

７８ 文書４－

７ 

１ページ目ないし６ページ目の

内容を全面不開示 

２（３） 

７９ 文書４－

８ 

１ページ目の机上配布以外の内

容 

２（４） 
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８０ 文書５ ５ページ目１８行目，１８行目

及び１９行目の参考２，参考３

の内容 

２（４） 

８１ ５ページ目２３行目ないし２７

ページ目までの発言 

２（１），（４） 

８２ ２８ページ目６行目ないし３３

ページ目２９行目までの発言 

２（１），（４） 

８３ ３３ページ目３０行目の獣医師

名 

２（２） 

８４ ３４ページ目２行目ないし３６

ページ目２３行目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

８５ ３７ページ目１２行目及び１３

行目の氏名 

２（２） 

８６ ３７ページ目１５行目ないし４

９ページ目１６行目までの発言

と委員及び事務局以外の発言者

名 

２（１），（２），

（４） 

８７ ４９ページ目２２行目及び２３

行目の氏名 

２（２） 

８８ ４９ページ目２５行目ないし８

１ページ目１２行目までの発言

と委員及び事務局以外の発言者

名 

２（１），（２），

（４） 

８９ ８１ページ目１９行目の氏名 ２（２） 

９０ ８１ページ目２２行目ないし９

１ページ目２３行目までの発言

と委員及び事務局以外の発言者

名 

２（１），（２），

（４） 

９１ 文書６－

１ 

４ページ目の資料番号３，４，

５，１０の獣医師名 

２（２） 

９２ ４ページ目の資料番号７，８，

９，参考２，３の内容 

２（４） 

９３ ５ページ目及び６ページ目の氏

名（ふりがな），生年月日，本

籍，住居，獣医師名簿の登録番

号及び登録年月日，諮問の理由

の内容 

２（２） 
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９４ ７ページ目ないし９ページ目ま

での内容を全面不開示 

２（３） 

９５ １０ページ目の差出人の住所，

勤務先名称，氏名，印影，電話

番号，ＦＡＸ番号，獣医師名 

２（２） 

９６ １１ページ目ないし１４ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

９７ １５ページ目の所属，印影，相

手方，照会者，項目及び照会内

容の獣医師名，照会内容の２行

目ないし４行目の内容 

２（３） 

９８ １６ページ目の内容を全面不開

示 

２（２） 

９９ １７ページ目ないし３１ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

１００ ３２ページ目の資料番号２，標

題，１，ページ番号以外の内容 

２（４） 

１０１ ３３ページ目の宛先氏名 ２（２） 

１０２ ３４ページ目の処分の原因とな

る事実の内容 

 

２（２） 

１０３ ３５ページ目の住所，氏名，印

影 

２（２） 

１０４ ３６ページないし３８ページ目

までの内容を全面不開示 

２（３） 

１０５ ３９ページ目の宛先氏名 ２（２） 

１０６ ４０ページ目の処分の原因とな

る事実の内容 

２（２） 

１０７ ４１ページ目の住所，氏名，印

影 

２（２） 

１０８ ４２ページないし１２３ページ

目までの内容を全面不開示 

２（２），（３） 

１０９ １２４ページ目の住所，氏名，

印影，参加人氏名，続柄又は関

係，住所等 

２（２） 

１１０ １２５ページ目の住所，氏名，

印影，獣医師名 

２（２） 
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１１１  １２６ページ目ないし１２８ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（３） 

１１２ １２９ページ目の宛先氏名 ２（２） 

１１３ １３０ページ目の処分の原因と

なる事実の内容 

２（２） 

１１４ １３１ページ目の住所，氏名 ２（２） 

１１５ １３２ページ及び１３３ページ

の内容を全面不開示 

２（２），（３） 

１１６ １３４ページの標題獣医師名，

氏名等，住所，事件の概要等，

刑事処分の内容 

２（２） 

１１７ １３５ページ目の資料番号７，

ページ番号以外の内容 

２（２），（４） 

１１８ １３６ページ目ないし１４４ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（２），（４） 

１１９ １４５ページ目の資料番号８，

ページ番号以外の内容 

２（４） 

１２０ １４６ページ目ないし１６１ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１２１ １６２ページ目の資料番号９，

標題，ページ番号以外の内容 

２（４） 

１２２ １６３ページ目ないし１６９ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１２３ １７１ページ目ないし１７４ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１２４ １７５ページ目の標題獣医師名

及び表中題目のうち氏名等，住

所，刑事処分以外の内容 

２（２） 

１２５ 文書６－

２ 

１ページ目の獣医事審議会運営

規程の下の内容 

２（４） 

１２６ ７ページ目ないし９ページ目ま

での内容を全面不開示 

２（４） 

１２７ １０ページ目の参考２以外の内

容 

２（４） 

１２８ １１ページ目の参考３，ページ

番号以外の内容 

２（４） 
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１２９ １２ページ目ないし２６ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１３０ ２７ページ目を全面不開示 ２（２），（４） 

１３１ ２８ページ目ないし４５ページ

目まで全面不開示 

２（４） 

１３２ ４６ページ目及び４７ページ目

の内容を全面不開示 

２（２），（４） 

１３３ ４８ページ目及び４９ページ目

の内容を全面不開示 

２（４） 

１３４ ５０ページ目ないし５４ページ

目まで全面不開示 

２（２），（４） 

１３５ ５５ページ目ないし８０ページ

目まで全面不開示 

２（４） 

１３６ 文書７ ４ページ目１６行目の資料番号

１－①，②の内容 

２（４） 

１３７ ４ページ目２９行目ないし３２

ページ目１０行目までの発言 

２（１），（４） 

１３８ ３２ページ目１４行目ないし３

７ページ目１９行目までの発言 

２（１），（４） 

１３９ ３８ページ目１６行目ないし４

７ページ目までの発言 

２（１），（４） 

１４０ 文書８－

１ 

２ページ目の資料番号１－①，

１－②，参考２，３の内容 

２（４） 

１４１ ４ページ目の資料番号１，ペー

ジ番号以外の内容 

２（４） 

１４２ ５ページ目ないし１１ページ目

までの内容を全面不開示 

２（４） 

１４３ １２ページ目の資料番号１－①

以外の内容 

２（４） 

１４４ １３ページ目ないし１７ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１４５ １８ページ目の資料番号１－②

以外の内容 

２（４） 

１４６ １９ページ目ないし２１ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１４７ ２２ページ目の資料番号２以外

の内容 

２（４） 
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１４８ ２３ページ目ないし２９ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１４９ 文書８－

２ 

１７ページ目の参考２以外の内

容 

２（４） 

１５０ １８ページ目の参考３以外の内

容 

２（４） 

１５１ １９ページ目ないし３３ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１５２ ３４ページ目の内容を全面不開

示 

２（２），（４） 

１５３ ３５ページ目ないし５２ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１５４ ５３ページ目及び５４ページ目

の内容を全面不開示 

２（２），（４） 

１５５ ５５ページ目及び５６ページ目

の内容を全面不開示 

２（４） 

１５６ ５７ページ目ないし６１ページ

目までの内容を全面不開示 

２（２），（４） 

１５７ ６２ページ目ないし８７ページ

目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１５８ 文書９ １ページ目２１行目，２２行目

の氏名 

２（２） 

１５９ １ページ目２３行目の資料３，

２５行目及び２６行目の参考資

料の内容 

２（４） 

１６０ ２ ペ ー ジ 目 ６ 行 目 「 お り ま

す。」の後ないし４ページ目２

５行目までの発言 

２（１） 

１６１ ５ページ目９行目，１２行目の

氏名 

２（２） 

１６２ ５ページ目１４行目ないし２５

ページ目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

１６３ ２６ページ目３行目ないし３２

ページ目５行目までの発言 

２（１），（４） 

１６４ ３２ページ目１６行目の氏名 ２（２） 
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１６５ ３２ページ目１８行目ないし６

５ページ目までの発言と委員及

び事務局以外の発言者名 

２（１），（２） 

１６６ ６６ページ目５行目ないし６７

ページ目１７行目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

１６７ 文書１０

－１ 

１ページ目の資料番号１，２，

資料１－②の獣医師名 

２（２） 

１６８ １ページ目の資料１－③，２－

⑤，３，４－①，参考資料下２

行の内容 

２（２），（４） 

１６９ ６ページ目の氏名，該当事項，

事件概要，申請受理年月日の内

容 

２（２） 

１７０ ７ページ目の氏名，○概要の内

容 

２（２） 

１７１ ８ページ目及び９ページ目の内

容を全面不開示 

２（２） 

１７２ １０ページ目の資料番号１－

③，ページ番号以外の内容 

２（２），（４） 

１７３ １１ページ目及び１２ページ目

の氏名（ふりがな），生年月

日，本籍，住居，獣医師名簿の

登録番号及び登録年月日，諮問

の理由の内容 

２（２） 

１７４ １３ページ目の日付，宛先，件

名，本文以外の内容 

２（３） 

１７５ １４ページ目ないし２４ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

１７６ ２５ページ目の文書番号，差出

人の所属名，職名，氏名，印影

と本文中の事件名及び確定日の

内容 

２（２），（３） 

１７７ ２６ページ目ないし３４ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

１７８ ３５ページ目の宛先氏名 ２（２） 

１７９ ３６ページ目の処分の原因とな

る事実の内容 

２（２） 
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１８０ ３７ページ目の住所，氏名，印

影，本文の内容 

２（２），（３） 

１８１ ３８ページ目ないし４０ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

１８２ ４１ページ目の宛先氏名 ２（２） 

１８３ ４３ページ目の資料番号２－

③，標題，１，ページ番号以外

の内容 

２（４） 

１８４ ４４ページ目の住所，署名，印

影，補佐人住所，補佐人署名 

２（２） 

１８５ ４５ページ目の氏名，差出人の

住所，所属，氏名，電話番号，

ファックス番号 

２（２） 

１８６ ４６ページ目ないし６０ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

１８７ ６１ページ目の内容を全面不開

示 

２（４） 

１８８ ６２ページ目の内容を全面不開

示 

２（２） 

１８９ ６３ページ目ないし１２８ペー

ジ目までの内容を全面不開示 

２（３） 

１９０ 

 

１２９ページ目の資料番号２－

⑤，ページ番号以外の内容 

２（２），（４） 

１９１ １３０ページ目ないし１３２ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（２），（４） 

１９２ １３３ページ目の資料番号３，

ページ番号以外の内容 

２（４） 

１９３ １３５ページ目ないし１３８ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（４） 

１９４ １３９ページ目の資料番号４－

①以外の内容 

２（４） 

１９５ 文書１０

－２ 

１ページ目の獣医事審議会運営

規程の下の内容 

２（４） 

１９６ ７ページ目及び８ページ目の内

容を全面不開示 

２（４） 
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１９７ ９ページ目の参考２以外の全て

の内容 

２（４） 

１９８ １０ページ目の参考３，ページ

番号以外の内容 

２（４） 

１９９ １１ページ目ないし２５ページ

目まで全面不開示 

２（４） 

２００ ２６ページ目を全面不開示 ２（２），（４） 

２０１ ２７ページ目ないし４４ページ

目まで全面不開示 

２（４） 

２０２ ４５ページ目及び４６ページ目

の内容を全面不開示 

２（２），（４） 

２０３ ４７ページ目及び４８ページ目

の内容を全面不開示 

２（４） 

２０４ ４９ページ目ないし５３ページ

目まで全面不開示 

２（２），（４） 

２０５ ５４ページ目ないし７９ページ

目まで全面不開示 

２（４） 

２０６ 文書１１ ２ページ目８行目及び９行目，

２１行目の氏名 

２（２） 

２０７ ２ページ目２２行目「おりま

す。」の後ないし１９ページ目

１３行目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

２０８ ２０ページ目８行目「ございま

す。」の後ないし１２行目「獣

医師法」の前までの発言 

２（１），（２），

（４） 

２０９ ２０ページ目１５行目の氏名 ２（２） 

２１０ ２０ページ目１８行目及び１９

行目の発言 

２（４） 

２１１ ２０ページ目２６行目「ござい

ました。」の後ないし２１ペー

ジ目９行目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

２１２ ２１ページ目１４行目ないし２

４ページ目１８行目までの発言 

２（１），（２），

（４） 

２１３ 文書１２

－１ 

１ページ目の資料番号１の獣医

師名 

２（２） 
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２１４ １ページ目の資料１－⑤，２－

①，参考資料下２行の内容 

２（４） 

２１５ ５ページ目及び６ページ目の氏

名（ふりがな），生年月日，本

籍，住居，獣医師名簿の登録番

号及び登録年月日，諮問の理由

の内容 

２（２） 

２１６ ７ページ目の日付，宛先，件

名，本文以外の内容 

２（３） 

２１７ ８ページ目ないし１８ページ目

までの内容を全面不開示 

２（３） 

２１８ １９ページ目の文書番号，差出

人の所属名，職名，氏名，印影

と本文中の事件名及び確定日の

内容 

２（３） 

２１９ ２０ページ目ないし２８ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

２２０ ２９ページ目の宛先氏名 ２（２） 

２２１ ３０ページ目の処分の原因とな

る事実の内容 

２（２） 

２２２ ３１ページ目の住所，氏名，印

影，本文の内容 

２（２），（３） 

２２３ ３２ページ目ないし３４ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

２２４ ３５ページ目の宛先氏名 ２（２） 

２２５ ３７ページ目の資料番号１－

③，標題，１，ページ番号以外

の内容 

２（４） 

２２６ ３８ページ目の住所，署名，印

影，補佐人住所，補佐人署名 

２（２） 

２２７ ３９ページ目の氏名，差出人の

住所，所属，氏名，電話番号，

ファックス番号 

２（２） 

２２８ ４０ページ目ないし５４ページ

目までの内容を全面不開示 

２（３） 

２２９ ５５ページ目の内容を全面不開

示 

２（４） 
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２３０ ５６ページ目の内容を全面不開

示 

２（２） 

２３１ ５７ページ目ないし１２２ペー

ジ目までの内容を全面不開示 

２（３） 

２３２ １２３ページ目の資料番号１－

⑤，ページ番号以外の内容 

２（２），（４） 

２３３ １２４ページ目ないし１２６ペ

ージ目までの内容を全面不開示 

２（２），（４） 

２３４ １２７ページ目３行目ないし１

４５ページ目２５行目までの発

言と委員及び事務局以外の発言

者名 

２（１），（２），

（４） 

２３５ １４７ページ目の資料番号２－

①，ページ番号以外の内容 

２（４） 

２３６ 文書１２

－２ 

１ページ目の獣医事審議会運営

規程の下の内容 

２（４） 

２３７ ７ページ目及び８ページ目の内

容を全面不開示 

２（４） 

２３８ ９ページ目の参考２以外の全て

の内容 

２（４） 

２３９ １０ページ目の参考３，ページ

番号以外の内容 

２（４） 

２４０ １１ページ目ないし２５ページ

目まで全面不開示 

２（４） 

２４１ ２６ページ目を全面不開示 ２（２），（４） 

２４２ ２７ページ目ないし４４ページ

目まで全面不開示 

２（４） 

２４３ ４５ページ目及び４６ページ目

の内容を全面不開示 

２（２），（４） 

２４４ ４７ページ目及び４８ページ目

の内容を全面不開示 

２（４） 

２４５ ４９ページ目ないし５３ページ

目まで全面不開示 

２（２），（４） 

２４６ ５４ページ目ないし７９ページ

目まで全面不開示 

２（４） 
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（注１）本件対象文書にはページ番号は付されていないが，上表においては，

各文書の１枚目から順にページ番号を付した（白紙のページを除く。）

ものを「ページ」として記載している。 

（注２）上記「不開示理由」欄には，別紙２に掲げる本件通知書記載の不開示

理由のうち，当該不開示部分に係るものを示す。 
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別紙４（不開示理由を追加する不開示部分） 

 

区分 文書名 不開示部分 不開示理由 

１ 文書２ ２１ページ目の資料番号７以外の内容 ① 

２ ２２ページ目ないし２４ページ目まで

の内容を全面不開示 

① 

３ ７０ページ目の内容を全面不開示 ① 

４ 文書４－１ ４ページ目の資料番号４，６，参考２

の各資料の内容 

③ 

５ ８１ページ目の資料番号４，ページ番

号以外の内容 

① 

６ ８２ページ目ないし９０ページ目の内

容を全面不開示 

① 

７ １３２ページ目の参考２，ページ番号

以外の内容 

① 

８ 文書６－１ １３５ページ目の資料番号７，ページ

番号以外の内容 

① 

９ １３６ページ目ないし１４４ページ目

までの内容を全面不開示 

① 

１０ 文書６－２ １０ページ目の参考２以外の内容 ① 

１１ 文書８－２ １７ページ目の参考２以外の内容 ① 

１２ 文書１０－１ ６１ページ目の内容を全面不開示 ② 

１３ 文書１０－２ ９ページ目の参考２以外の全ての内容 ① 

１４ 文書１２－１ １ページ目の資料１－⑤，２－①，参

考資料下２行の内容 

③ 

１５ ５５ページ目の内容を全面不開示 ② 

１６ 文書１２－２ ９ページ目の参考２以外の全ての内容 ① 

（注１）本件対象文書にはページ番号は付されていないが，本表においては，

各文書の１枚目から順にページ番号を付した（白紙のページを除く。）

ものを「ページ」として記載している。 

（注２）上記「不開示理由」欄には，「第３ 諮問庁の説明の要旨」の「２ 

補充理由説明書」に掲げる不開示理由の補充説明における不開示理由①

ないし③のうち，当該不開示部分に係るものを示す。 
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別紙５（開示すべき部分） 

 

区分 文書名 ページ 開示すべき部分 

１ 文書１ ３  １６行目以降の発言部分のうち，個人名

以外の部分 

２ ４ 

 

２行目までの発言部分のうち，罪名及び

個人名以外の部分 

３ １９行目ないし最終行目 

４ ５ １行目ないし３行目 

５ ４４ ２１行目の「存じます。」の後ろから２

４行目の「本日の」の前までの部分 

６ ４６ １７行目の「しては，」の後ろから行末

までの部分 

７ 文書２ １ 資料番号７及び資料番号８の資料名並び

に参考資料の資料名のうち「確定判決謄

本・」の後ろから行末までの部分 

８ ２１ ２行目及び３行目並びに「番号」欄の部

分 

９ ２２ない

し２４ 

「番号」欄の部分 

１０ ２５ ２行目 

１１ ２７ 「確定判決謄本・」の次の部分 

１２ ７０ １行目及び「番号」欄の部分 

１３ ７１ない

し７３ 

全て 

１４ 文書３ ６ １８行目の「氏」の次の部分 

１５ ２０行目の「参考２が」の次の部分 

１６ 文書４－１ ４ 資料番号４の資料名の１文字目ないし１

２文字目及び１７文字目ないし最終文字

目，資料番号６の資料名のうち「氏」の

次の部分並びに参考２の資料名 

１７ ８１ １行目及び通し番号欄の部分 

１８ ８２ 通し番号欄の部分 

１９ １３２ ２行目，３行目及び５０行目並びに「番

号」欄の部分 

２０ 文書５ ５ １８行目ないし１９行目の各資料名 
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２１ 文書６－１ ４ 資料番号７，資料番号８，資料番号９，

参考２及び参考３の各資料名 

２２ １３５ ２行目の１文字目ないし１１文字目及び

１４文字目ないし最終文字目 

２３ １３８ １行目の１文字目ないし１１文字目及び

１４文字目ないし最終文字目 

２４ １４０ １行目の１文字目ないし１１文字目及び

１４文字目ないし最終文字目 

２５ １４３ １行目 

２６ １４５ ２行目ないし４行目 

２７ 文書６－２ １ ７行目ないし１１行目 

２８ ７ないし

９ 

全て 

２９ １０ ２行目，３行目及び５３行目並びに「番

号」欄の部分 

３０ １１ ２行目，１８行目及び１９行目並びに２

３行目及び２４行目 

３１ ３１及び

３４ 

全て 

３２ 文書７ ４ １６行目の「これは」の次の部分 

３３ 文書８－１ ２ 資料番号１－①，資料番号１－②，参考

２及び参考３の各資料名 

３４ ４ ２行目ないし４行目 

３５ １２ ２行目ないし７行目 

３６ １８ ２行目ないし４行目 

３７ ２２ ２行目ないし４行目 

３８ 文書８－２ 

 

１７ ２行目，３行目及び５３行目並びに「番

号」欄の部分 

３９ １８ ２行目，１８行目及び１９行目並びに２

３行目及び２４行目 

４０ ３８及び

４１ 

全て 

４１ 文書９ １ ２３行目ないし２６行目の各資料名 

４２ 文書１０－１ 

 

１ 資料１－③，資料２－⑤，資料３，資料

４－①並びに「・関係法令」の１行下及

び２行下の資料の各資料名（ただし，人

名部分を除く。） 



 

 38 

４３  １０ ２行目５文字目から行末までの部分 

４４ １２９ ２行目３文字目から行末までの部分 

４５ １３３ ２行目 

４６ １３５ １行目及び２行目 

４７ １３７ １行目 

４８ １３９ 全て 

４９ 文書１０－２ １ ７行目 

５０ ７及び８ 全て 

５１ ９ ２行目，３行目及び５３行目並びに「番

号」欄の部分 

５２ １０ ２行目，１８行目及び１９行目並びに２

３行目及び２４行目 

５３ ３０及び

３３ 

全て 

５４ 文書１２－１ １ 資料１－⑤，資料２－①並びに「・関係

法令」の１行下及び２行下の資料の各資

料名（ただし，人名部分を除く。） 

５５ １２３ ２行目３文字目から行末までの部分 

５６ １４７ 全て 

５７ 文書１２－２ １ ７行目 

５８ ７及び８ 全て 

５９ ９ ２行目，３行目及び５３行目並びに「番

号」欄の部分 

６０ １０ ２行目，１８行目及び１９行目並びに２

３行目及び２４行目 

６１ ３０及び

３３ 

全て 

（注１）本件対象文書にはページ番号は付されていないが，本表においては， 

各文書の１枚目から順にページ番号を付した（白紙のページを除く。）

ものを「ページ」として記載している。 

（注２）本件対象文書の行数については，枠線は数えず，空白の行を数えない。 

 

 


